
平成24年度平成25年度平成26年度 指標備考根拠法令 単　位 平成23年度

指標名 あつぎ鮎まつり来場者数

担当課名 観光振興課 子事業名 あつぎ鮎まつり事業費
指標の
説明

指標としている「あつぎ鮎まつり来場者数」については、鮎まつり期間中の延べ来場者の主催者発表数
値です。

担当係名 観光振興係

【事業番号１】あつぎ鮎まつり事業費　事業概要シート

担当部名 産業振興部 親事業名 観光行事推進事業費

代
表
的
な
事
業
指
標

関連・類似
事業名

あつぎ飯山桜まつり

事業開始年度 昭和30年度

× ×
× ×
× ×

× ×

× ×

× ×

事業費内訳

【平成25年度決算の内訳】
　委託料　　40,000千円〔主に会場費、交通警備費、運営費（一部）、広告宣伝費（一部）〕
　平成25年度　第67回あつぎ鮎まつり全体収支
　　歳入　84,598,479円（繰越金6,943,979円含む）市委託金40,000,000円　負担金等1,240,000円
　　　　　　　　　　　　協賛金等36,414,600円
　　歳出　81,994,343円　運営費4,137,683円　広告宣伝費5,805,857円　花火大会費25,974,407円
　　　　　　　　　　　　主催行事費9,124,864　協賛行事費1,932,520円　会場費28,064,660円
　　　　　　　　　　　　交通警備費6,954,352円
　　差引　 2,604,136円（翌年度繰越）

Ｈ26（予算） 43,000 43,000

その他

Ｈ24（決算） 40,600 40,600
事業費及び
財源内訳
（千円）

Ｈ25は決算見込み

年　度 総　額 一般財源 国県支出金 地方債

Ｈ25（決算） 40,000 40,000

その他 人 ＝ 0その他 人 ＝ 0

臨時職員 @ 1,170 人 ＝ 0臨時職員 @ 1,176 人 ＝ 0

再任用 @ 3,477 人 ＝ 0再任用 @ 3,418 人 ＝ 0

消防職 @ 8,393 人 ＝ 0
人 ＝ 0

消防職 @ 8,556 人 ＝ 0

＝ 12,891
行政職２ @ 7,774 人 ＝ 0 行政職２ @ 7,746

＝ 12,931 行政職１ @ 8,057 1.60 人

人件費内訳

平成24年度人件費内訳（単位：千円） 平成25年度人件費内訳（単位：千円）

行政職１ @ 8,082 1.60 人

40,000 43,000

人件費 12,931 12,891

総計 53,531 52,891

市民への事
業周知方
法・内容

　広報あつぎ：6月15日市民出店村募集・Dance Legend募集　　7月15日開催案内
　新聞折込プログラム：7月31日105,850部、当日配布プログラム：44,150部　　神奈川新聞：8月1日
　各種雑誌（横浜ウォーカー、るるぶ、ぴあ等）：多数　　　ポスター：1,400部

直近３か年
以内の事業
見直し内容

　前夜祭を始めとした催物の見直し等による歳出の見直し
　有料観覧席の開設による自主財源の確保
　平成26年度予算額における3,000千円の増額は、市制60周年の特別枠

　

事業の全体像（フロー図、写真などを用いて事業の様子を視覚的に説明）

事業詳細

事務運営費：事務所運営、通信運搬費・傷害保険等
会場設営費：会場設営、仮設トイレ設置、放送・音響設備、廃棄物処理等
交通警備費：警備員配置、交通警備資材機器設置等

参考　第67回あつぎ鮎まつり全体事業
開催日：平成25年８月３日（土）、４日（日）
会  場：光と水辺の広場（相模川・中津川・小鮎川三川合流点）
　　　　ふれあいの広場（中央通り・厚木なかちょう大通り・一番街通り・厚木公園・
　　　　　　　　　　　　本厚木駅北口広場・厚木中央公園）
催  物
　８月３日（土）　オープニングパレード、Dance Legendパフォーマンスステージ
　　　　　　　　　音楽ライブイベント、市民出店村、大花火大会、各種協賛事業　など
　８月４日（日）　早朝清掃、小学生鮎つかみどり、Dance Legendコンテストステージ
　　　　　　　　　市民出店村、みこしショー、東京農業大学全学応援団演技、民謡おどり　など

コ
ス
ト

単位 平成24年度（決算） 平成25年度（決算見込み）

目的

　あつぎ鮎まつりは、『“元気あふれる創造性豊かな協働・交流都市　あつぎ”を市民みんなの力
でつくるため、伝統ある「あつぎ鮎まつり」を実施し、市民相互の心のふれあいを深め、産業と観
光の振興を図ること』を目的に開催しています。市の「あつぎ鮎まつり事業費」は、あつぎ鮎まつ
りが、安心・安全に運営できることを主たる目的としています。

平成26年度（予算）

事業費

千円

40,600

今後の方向
性（中長期
的な展望）

　市民意識調査においては、「市の現在のイメージ」において「花火大会や温泉のある商業・レジャー
のまち」が過去５回の調査において１位（17.19.21年調査）又は２位（23.25年調査）となっており、
市のイメージアップの一助となっていることから、産業・観光の振興という目的において継承を図る必
要があります。
　一方、来場者の安心・安全の確保は、まつりの開催・運営上不可欠であり、事故を未然に防ぐ会場設
営や観客誘導などの備えを万全にする必要があります。

手段・手法

　市内各団体によって組織された「あつぎ鮎まつり実行委員会」に委託し、事業を実施していま
す。委託の主な内容は、安心・安全なまつりを開催するための、事務運営費、会場設営費、交通警
備費等です。その他の経費については、実行委員会独自で集めた協賛金等により事業が行われてい
ます。総事業費は、81,994,343円（平成25年度　第67回）です。 事業効果の

アピール

　68万人の来場者（第67回大会）に基づく消費額試算＝約10億円（1,054,000千円）
　経済効果：約12.8倍（対事業業決算額81,994,343円）　約26.3倍（対委託料40,000千円）
　※試算根拠：浜銀総合研究所の簡易試算方法による
　　①宿泊なし　②飲食は全体の8割、単価1,000円　③買物は4割、単価1,500円　④交通費は5割、単価300円

□貸付（貸付先：　　　　　　　　 　　　　　）□その他（　 　　　　　　　　　　　）
市民要望・
社会的要
請・課題

　あつぎ鮎まつりは、今年度で68回を数える歴史と伝統のある本市最大のイベントであり、「かながわのまつり
50選」の一つに数えられ、毎年多くの見物客で大変賑わっていることから、市民要望や社会的要請は高いものと
判断しています。
　一方、明石市や福知山市の花火大会での事故を踏まえ、いかに来場者の安心・安全を確保するかが大きな課題
となっており、会場設営や交通警備などに係る経費が年々増大していることが懸案事項です。

事業概要

事業対象
市民、観光客、観光事業者、商業者

達成率 ％ 68.0% 86.6% 89.6%

759,000 768,000 平成23年度の実績数値については、東日本大震災の
影響により、花火大会を８月の鮎まつり期間中では
なく、11月開催としたことから、両者を合算した数
値となっています。

■一部業務委託（委託先：あつぎ鮎まつり実行委員会） 実績 510,000 650,000 680,000

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　　　実施主体：　　      　　　　）

平成24年度平成25年度平成26年度 指標備考

実施方法

□直接実施 目標
人

750,000 751,000

根拠法令 単　位 平成23年度

代
表
的
な
事
業
指
標

あつぎ鮎まつり実行委員会
【主催】

厚木市、厚木商工会議所、厚木市農業協同組合

厚木市観光協会、厚木市商店会連合会、厚木青年会議所

市
商工会議所・農業協同組合・観光協会

商店会連合会・青年会議所
協賛者

花火大会開催

委託料 負担金 協賛金

有料観覧席

販売代金（個人協賛金）

広告宣伝

事業運営

主催行事運営

協賛行事運営

会場設営

交通警備

①あつぎ鮎まつり事業全体予算における収入は、市からの委託金、主催
団体からの負担金、協賛者からの協賛金、有料観覧席販売代金などか
ら構成されています。

②広告宣伝、花火打上げ、主催行事、協賛行事に係る経費は、主に協賛
金等の自己資金により運営されてます。

③事業運営については、市からの委託に基づき、事務所運営等を行って
います。

④来場者の安心安全に係る会場設営、交通警備などについては、市から
の委託に基づき、外部に再委託しています。

収入

事
業
実
施

主に市の委託による運営

主に協賛金等の自己資金による運営

あつぎ鮎まつり実行委員会事務局
厚木市産業振興課 28人
厚木商工会議所 17人 厚木市観光協会 ２人

当日庁内応援職員 459人（２日間 平成25年



【事業番号２】街頭犯罪対策事業費　事業概要シート

担当部名 危機管理部 親事業名 防犯対策事業費

代
表
的
な
事
業
指
標

関連・類似
事業名

本厚木駅周辺環境浄化対策事業

事業開始年度 平成１６年度

指標名  市民満足度調査

担当課名 くらし交通安全課 子事業名 街頭犯罪対策事業費
指標の
説明

　市民満足度調査で、市民安全指導員による市内巡回パトロール実施などにより、地域防犯力の向上や
消費者トラブルの解決支援、交通安全などの強化に取り組んでいるが、「安心して安全に暮らせるまちづ
くりが推進されている」と思いますか。の問いに対し、「そう思う」「ややそう思う」を合わせた『満足している
人』の割合

担当係名 生活安全係

根拠法令 単　位 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 指標備考

× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×

代
表
的
な
事
業
指
標

根拠法令 単　位 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 指標備考

実施方法

■直接実施 目標
％

62.0 64.0 66.0 68.0 21年度41.1％
22年度59.3％

□一部業務委託（委託先：　　　　　　　　　　 　） 実績 60.4 67.7 64.9

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　　　実施主体：　　      　　　　） 達成率 ％ 97.4% 105.8% 98.3%

□貸付（貸付先：　　　　　　　　 　　　　　）□その他（　 　　　　　　　　　　　）
市民要望・
社会的要
請・課題

　平成２５年度市民満足度調査で、上記指標の重要度の問いに対し、「重要である」「やや重要である」
を合わせた『重要視している人』の割合が92.9％と全項目で重要度１位となっております。また、刑法犯
認知件数は減少傾向にあるものの、依然として自転車盗やひったくり等の街頭犯罪が後を絶たない状況で
あり、警戒が必要です。

事業概要

事業対象
市民

目的

　防犯及び交通安全の啓発活動等の充実を図ることにより、犯罪や交通事故を抑止
し、市民生活の安心・安全を確保することを目的とする。 今後の方向

性（中長期
的な展望）

 街頭犯罪の未然防止と犯罪に対する抑止力を高めるため、事業を継続していく必要があります
また、犯罪の発生状況や市民の体感治安などの意識を把握し、事業内容の見直しを行います。

手段・手法

　警察ＯＢの方を採用した市民安全指導員でパトロール隊を組織し、市民安全パト
ロール車により、計画的な市内巡回パトロール及び各地区市民センターにおいて移
動番屋を開設する。また、交通安全に係る啓発及び教室を実施する。

事業効果の
アピール

　市民安全指導員の活動により、街頭犯罪などの減少につながっていることはもとより、市民
安全パトロール車による市内巡回や小中学校などへのパトロール、移動番屋の開設により、市
民へ安心感を与えています。この事業に関係する市民満足度が平成２１年度と比較して、
23.8％アップしました。

事業詳細

①青色回転灯を搭載した市民安全パトロール車による市内巡回パトロール、市民及び警察等
からの要請により、犯罪防止に関する啓発活動のため、特定地域への特別パトロール、犯罪
等の発生による緊急パトロールの実施（平成２５年度　１，４４９回実施）
②小、中学校の下校時間に合わせた通学路等や保育所、児童館等での見守り活動の実施
③各地区市民センターにおいて、毎月１回移動番屋を開設し、防犯に係る啓発、防犯情報の
提供、防犯相談を実施（平成２５年度　１９１回開設）
④保育園、幼稚園、小学校、老人関係団体等の要請により、交通安全教室の実施（平成２５
年度　７２回実施）

市民への事
業周知方
法・内容

・移動番屋の開催記事を各公民館だよりに掲載
・平成２４年１２月１日号広報あつぎに防犯パトロール隊の活動を掲載

直近３か年
以内の事業
見直し内容

　平成２６年度の厚木市客引き行為等防止条例の施行に伴い、駅周辺の環境浄化を図る客引き
行為等指導員と市内全域にわたる防犯活動や交通安全活動を行う市民安全指導員とに分離しま
した。

事　業　の　コ　ス　ト
事業の全体像（フロー図、写真などを用いて事業の様子を視覚的に説明）

コ
ス
ト

単位 平成24年度（決算） 平成25年度（決算見込み） 平成26年度（予算）

事業費

千円

28,067 32,292 16,521

人件費 404 403

総計 28,471 32,695

人件費内訳

平成24年度人件費内訳（単位：千円） 平成25年度人件費内訳（単位：千円）

行政職１ @ 8,082 0.05 人 ＝ 404 行政職１ @ 8,057 0.05 人 ＝ 403
行政職２ @ 7,774 人 ＝ 0 行政職２ @ 7,746 人 ＝ 0
消防職 @ 8,556 人 ＝ 0 消防職 @ 8,393 人 ＝ 0
再任用 @ 3,418 人 ＝ 0 再任用 @ 3,477 人 ＝ 0
臨時職員 @ 1,176 人 ＝ 0 臨時職員 @ 4,278 人 ＝ 0
その他 人 ＝ その他 人 ＝

事業費及び
財源内訳
（千円）

Ｈ25は決算見込み

年　度 総　額 一般財源 国県支出金 地方債

Ｈ25（決算） 32,292 32,165

その他

Ｈ24（決算） 28,067 27,938 129

事業費内訳

【平成25年度決算の内訳】
  報酬　２７，７２０千円（市民安全指導員１４人）
　共済費　    ８８０千円（市民安全指導員１４人、指導員隊長１人）
　賃金　　３，６９２千円（指導員隊長１人）
【平成26年度予算の内訳】
  報酬　１１，８８０千円（市民安全指導員６人）
　共済費　    ７７４千円（市民安全指導員６人、指導員隊長１人）
　賃金　　３，８６７千円（指導員隊長１人）

127
Ｈ26（予算） 16,521 16,443 78

市 市民安全指導員
【業務内容】
①１日４～６人（２人１組）でパト
ロール車により巡回パトロール
（基本的には２台で１日かけて市内全
域を巡回）
②見守り活動
③各地区市民センターにおいて、毎月
１回移動番屋の実施（防犯啓発・防犯
情報提供・防犯相談）
④交通安全教室の実施

指導員隊長
【業務内容】
①指導員の勤務管理
②警察との連絡調整
③防犯講話講師
④犯罪発生地域への啓発活動
⑤パトロール・交通安全教室の補助

雇用



平成24年度平成25年度平成26年度 指標備考根拠法令 厚木市勤労者住宅資金利子補給要綱 単　位 平成23年度

指標名 申請件数

担当課名 産業振興課 子事業名 勤労者住宅資金利子補給金
指標の
説明

申請件数（対象者へは全員個別通知を行っている）

担当係名 産業振興係

【事業番号３　勤労者住宅資金利子補給金　事業概要シート】

担当部名 産業振興部 親事業名 勤労者貸付融資預託事業費

代
表
的
な
事
業
指
標

関連・類似
事業名

事業開始年度 昭和53年度

× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×

今後の方向
性（中長期
的な展望）

非正規雇用者の増加やライフスタイルの変化に応じて、金銭給付から若者や女性を対象にした就
労支援に見直す必要があります。

市民要望・
社会的要
請・課題

労働組合をはじめとする勤労者からの要望はあるが、制度開始時点からの社会情勢の変化を一部の制度
改正により対応してきたが、国の消費税増税に伴う住宅ローン減税や民間金融機関の超低金利の影響な
ど、勤労者の住宅ローンの借入に対する選択の幅が広がったことにより、労働金庫からの借入の需要は
徐々に減りつつあります。
【参考】　最近の変動金利の状況
　　　　　労働金庫：0.875　　　A銀行：0.775　　　B銀行：0.795　　　C銀行：0.570

％ 96.3% 83.0% 76.7%達成率

事業の全体像（フロー図、写真などを用いて事業の様子を視覚的に説明）

直近３か年以
内の事業見直

し内容
なし

市民への事業
周知方法・内

容

中央労働金庫でのパンフレット配布、ウェブサイトでの周知。厚木市ウェブサイトでの周知。対象者へ
は個別に申請書を送付していいます。

事業効果の
アピール

平成25年度は230件の申請に対して、市税の完納等の要件を満たした224件に対して平均約24,000
円の利子補給を行いました。

事業費内訳

【平成25年度決算の内訳】
役務費（郵送料）　　　　　　 16千円（＠65円×139通、＠80円×91通）
負担金、補助金及び交付金　5,358千円（交付件数224件、申請件数230件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　不交付の内訳　市税滞納者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市外転出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者へ昇格

Ｈ26（予算） 5,960 5,960

5,374 5,374

その他

Ｈ24（決算） 6,948 6,948

人 ＝ 0

事業費及び
財源内訳
（千円）

Ｈ25は決算見込み

年　度 総　額 一般財源 国県支出金 地方債

Ｈ25（決算）

0
その他 人 ＝ 0 その他

0 臨時職員 @ 1,170 人 ＝
@ 3,477 人 ＝ 0

臨時職員 @ 1,176 人 ＝

人 ＝ 0
再任用 @ 3,418 人 ＝ 0 再任用

0
消防職 @ 8,556 人 ＝ 0 消防職 @ 8,393

0 行政職２ @ 7,746 人 ＝
@ 8,057 0.20 人 ＝ 1,611

行政職２ @ 7,774 人 ＝
@ 8,082 0.20 人 ＝ 1,616 行政職１

総計 8,564 6,985
平成24年度人件費内訳（単位：千円） 平成25年度人件費内訳（単位：千円）

行政職１

人件費内訳

平成26年度（予算）

事業費

千円

6,948 5,374 5,960

人件費 1,616 1,611

事　業　の　コ　ス　ト

コ
ス
ト

単位 平成24年度（決算） 平成25年度（決算見込み）

目的

勤労者が自己居住用の住宅を取得するために融資を受けた場合の金利負担を軽減し、
勤労者の住宅の取得による計画的な財産形成を進めることで、その生活環境の向上と
安定を図るとともに、勤労者の持ち家促進を目的とします。

手段・手法

神奈川県内の中央労働金庫支店から住宅資金の融資を受けた市内在住の勤労者に対
し、利子補給金を支給します。

事業詳細

1.対象限度額：労働金庫から借り入れた住宅資金の内500万円まで
2.利子補給額：次に掲げる額のうち、少ない方の額（100円未満の端数は切り捨て）
(1)「（各年度の交付期間の起点日現在の借入金額（当初の借入額に「500万円／当初の借入額の総額」を
乗じた金額）×0.03×1／12×交付期間の月数（未返済月を除く。）」により得た額
(2)「交付期間に実際に支払った利子額×1／2（当初の借入額が500万円を超える場合は更に、「500万円／
当初の借入額の総額」を乗じる。）」により算出した額
3.利子補給期間：借入金の償還を開始する月から60箇月以内（償還金を延滞した場合はその月の利子の補
給は行わない。）
4.申請方法：中央労働金庫を経由して、市に申請書を提出

□貸付（貸付先：　　　　　　　　 　　　　　）□その他（　 　　　　　　　　　　　）

事業概要

事業対象
神奈川県内の中央労働金庫支店から自己居住用の住宅資金の融資を受けた、厚木市に
住民登録のある勤労者

平成24、25年度は「厚木市マイホーム取得助成金（平成
23、24年度に実施。現在は事業終了）」の申請対象と
なった対象者が、２年で合計３７件、より有利なマイ
ホーム取得助成金を選んだため（二重申請は不可）減少
した。両制度は申請期間・交付時期が異なるため、年度
は一致しません。

内新規 54 8 23

件

300 280

□一部業務委託（委託先：　　　　　　　　　　 　） 実績 308 249 230

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　　　実施主体：　　      　　　　）

平成24年度平成25年度平成26年度 指標備考

実施方法

■直接実施 目標 320 300

根拠法令 厚木市勤労者住宅資金利子補給要綱 単　位 平成23年度

代
表
的
な
事
業
指
標

●利子補給の対象金額は、
借入金のうち、最大500万円

●次のうち金額が少ない方
を支給
①借入金（500万円を超える
場合は上限500万円）の３％
②実際支払った金利の1/2
（借入金が500万円を超える
場合は、500万円に対する金
利の1/2）

市

中央労働金庫

住宅ローン利用者

④
利子補給金の支払い

（合計額）

⑤
利子補給金の支払い

（個別）

①
申請書の提出

②
申請書の経由

③
決定通知



平成24年度 平成25年度 平成26年度 指標備考根拠法令 単　位 平成23年度

指標名 海外友好都市との交流活動で交流を深めた団体数

担当課名 秘書課 子事業名 海外友好都市受入・派遣事業
指標の
説明

海外友好都市との交流活動で交流を深めた団体数

担当係名 友好交流係

【事業番号４】海外友好都市受入・派遣事業　事業概要シート

担当部名 政策部 親事業名 国際交流推進事業費

代
表
的
な
事
業
指
標

関連・類似
事業名

国内交流推進事業費

事業開始年度 昭和58年

× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×

事業費内訳

【平成25年度決算の内訳】
 旅  費　1,088千円
 需用費　54千円（手土産代54千円）
 委託料　1,824千円（海外友好都市受入派遣事業委託費
　　　　　　　　　　内訳　ニューブリテン市受入派遣事業　120千円
　　　　　　　　　　　　　揚州市受入派遣事業　338千円
　　　　　　　　　　　　　軍浦市受入派遣事業　1,366千円）

1,509
Ｈ26（予算） 12,441 12,441

その他

Ｈ24（決算） 6,163 3,358 2,805
事業費及び
財源内訳
（千円）

Ｈ25は決算見込み

年　度 総　額 一般財源 国県支出金 地方債

Ｈ25（決算） 2,965 1,456

その他 人 ＝ 0その他 人 ＝ 0
臨時職員 @ 1,170 0.1 人 ＝ 117臨時職員 @ 1,176 0.1 人 ＝ 118
再任用 @ 3,477 人 ＝ 0再任用 @ 3,418 人 ＝ 0
消防職 @ 8,393 人 ＝ 0消防職 @ 8,556 人 ＝ 0
行政職２ @ 7,746 人 ＝ 0行政職２ @ 7,774 人 ＝ 0
行政職１ @ 8,057 0.30 人 ＝ 2,417

平成24年度人件費内訳（単位：千円） 平成25年度人件費内訳（単位：千円）

行政職１ @ 8,082 0.30 人 ＝ 2,425

人件費 2,543 2,534

総計 8,706 5,499

人件費内訳

平成26年度（予算）

事業費

千円

6,163 2,965 12,441

市民への事
業周知方
法・内容

・「友好交流ニュースレター」の発行
・市民との交流活動をホームページに掲載　・「あつぎビジョン」での友好都市紹介

直近３か年
以内の事業
見直し内容

・青少年受入れ時に他部署との連携によって交流範囲を広めました。
・高校生派遣の募集の際に、市内高校へ直接訪問して事業概要を説明し、募集の周知を図りました。
・インターネットを利用しない市民への周知として、公共施設等への掲示のほか、「あつぎビジョン」の活用によ
り周知を図りました。

事　業　の　コ　ス　ト
事業の全体像（フロー図、写真などを用いて事業の様子を視覚的に説明）

コ
ス
ト

単位 平成24年度（決算） 平成25年度（決算見込み）

目的

海外友好都市との各分野での交流を促進するため、訪問団の受入及び派遣を行い、
市民文化の向上を図ります。 今後の方向

性（中長期
的な展望）

より多くの市民が国際交流事業に参加し、市民相互での友好交流が積極的に展開されるよう、これまでの
交流分野から更に幅広い分野での交流の推進を図るとともに、友好都市との交流活動について、更に広く
市民に知ってもらえるよう積極的に周知します。

手段・手法

友好都市側と調整し、年間を通して、訪問団の受入及び派遣に関する企画・調整を
行います。

事業効果の
アピール

満足度の数値は、前回調査と比較して、2.8％減少しているが、重要度については、意識調査からも友好
都市等との交流や市民相互の国際交流活動を推進することが必要であると認識さしています。要因として
はあつぎ鮎まつりの際に、友好都市からの訪問団がパレードに参加するなど、直接市民が国際交流活動に
関わったことなどから、市民に交流活動の状況が伝わったものと推測できます。

事業詳細

海外友好都市であるアメリカ合衆国ニューブリテン市、中国揚州市、韓国軍浦市と
の訪問団の受入及び派遣を行います。
【25年度実績】
ニューブリテン市（受入）セントラルコネチカット州立大学教授　1人
揚州市（受入）揚州市長、揚州市青少年訪問団ほか　5団　46人
　　　（派遣）友好都市締結30周年記念事業調整訪中団ほか　4団　17人
軍浦市（受入）軍浦市体育会訪問団、青少年交流訪問団ほか　5団　86人
　　　（派遣）ツツジまつり代表訪問団、青少年友好交流訪問団　2団　11人

□貸付（貸付先：　　　　　　　　 　　　　　）□その他（　 　　　　　　　　　　　）
市民要望・
社会的要
請・課題

「多文化共生社会・平和な社会の実現」については、緊急性が高くないため、総じて重要度の低い項目と
して認識されがちです。このため、より多くの市民が実際に国際交流活動に参加し関わることで、その重
要度を認識してもらえるような体制づくりに努めていく必要があります。

事業概要

事業対象
市民及び海外友好都市市民

達成率 ％ 90.0% 100.0% 154.5%

11 17

■一部業務委託（委託先：厚木市友好交流委員会） 実績 9 11 17

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　　　実施主体：　　      　　　　）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 指標備考

実施方法

■直接実施 目標
団体

10 11

根拠法令 単　位 平成23年度

代
表
的
な
事
業
指
標

【交流分野一覧】

①スポーツ
・マラソン大会等への受入・派遣
②行政
・訪問団等の受入・派遣
③文化

・イベント等への受入・派遣

④教育

・青少年、学識等の受入・派遣

市

友好都市
【アメリカ：ニューブリテン市】

【中国：揚州市】
【韓国：軍浦市】

友好交流委員会

委託

市民
募集

自己負担金
参加

受
入
・
派
遣



平成24年度平成25年度平成26年度 指標備考根拠法令 単　位 平成23年度

指標名 療育相談件数

担当課名 福祉総務課 子事業名 療育支援事業
指標の
説明

　何らかの支援を必要としている児童は約10％と言われています。主なフォローのタイミングとして1
歳半・3歳半と2回の健診があるので、H29年度には厚木市の出生数1,750人の１割である175人×２（1歳
半・3歳半検診）の350人をサポートすることを目指し、H26年度以降は段階的に初回面接数を増やして
いきます。

担当係名 発達支援係

【事業番号５】療育支援事業　事業概要シート

担当部名 福祉部 親事業名 療育支援事業

代
表
的
な
事
業
指
標

関連・類似
事業名

児童発達支援事業

事業開始年度 平成７年度

× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×

事業費内訳

【平成25年度決算の内訳】(旧事業：療育相談事業の内訳）
  報償費（臨床心理士・言語聴覚士等セラピスト、保育相談員等への謝礼）
　　　　　　　　　　　　　 24,818千円
  需用費（事務用品消耗品）など265千円

0 0

Ｈ26（予算） 41,443 13,597 27,846 0 0

その他

Ｈ24（決算） 26,840 26,840 0 0 0
事業費及び
財源内訳
（千円）

Ｈ25は決算見込み

年　度 総　額 一般財源 国県支出金 地方債

Ｈ25（決算） 25,083 25,083 0

その他 人 ＝ 0その他 人 ＝ 0
臨時職員 @ 1,170 人 ＝ 0臨時職員 @ 1,176 人 ＝ 0
再任用 @ 3,477 人 ＝ 0再任用 @ 3,418 人 ＝ 0
消防職 @ 8,393 人 ＝ 0消防職 @ 8,556 人 ＝ 0
行政職２ @ 7,746 人 ＝ 0行政職２ @ 7,774 人 ＝ 0
行政職１ @ 8,057 2.00 人 ＝ 16,114

平成24年度人件費内訳（単位：千円） 平成25年度人件費内訳（単位：千円）

行政職１ @ 8,082 2.00 人 ＝ 16,164

人件費 16,164 16,114

総計 43,004 41,197

人件費内訳

平成26年度（予算）

事業費

千円

26,840 25,083 41,443

市民への事
業周知方
法・内容

　保護者向けや一般市民向けの講演会などを通じて、障がい特性の理解の促進を図るとともに、療育支
援体制について説明をしていきます。研修会等（平成26年度予定）
保護者向け　6回　　市民向け　1回　　保育所・幼稚園などの職員向け　3回

直近３か年
以内の事業
見直し内容

　支援を必要をしている児童が10％前後いる言われている中、平成25年度、市民の代表者による「厚木
市児童発達支援在り方検討委員会」が設置され、今後の療育の在り方について提言を頂き、平成26年度
から療育支援事業として、地域支援・療育相談の拡充を行っております。なお、平成28年度には「療育
相談センター」と「児童発達支援センター」設置を目指します。

事業の全体像（フロー図、写真などを用いて事業の様子を視覚的に説明）

コ
ス
ト

単位 平成24年度（決算） 平成25年度（決算見込み）

目的

療育相談：児童の特性を正しく理解し、生活上の困難さの軽減を図ります。
地域支援：発達障がいの理解促進を図ります。 今後の方向

性（中長期
的な展望）

　平成28年度を目標に総合福祉センター内に療育支援体制の中心的な役割を果たす「療育相談セン
ター」と障がい児の通所拠点施設としての「児童発達支援センター」を設置し、総合的な療育支援体制
の拡充を目指します。
（【事業番号５】関連資料１：「療育支援体制拡充のイメージ」）

手段・手法

療育相談、個別・グループ指導による経過観察、保育所・幼稚園等への巡回相談、
発達支援コーディネーターの養成、発達障がいの理解促進のための研修会、講演会
等による地域支援

事業効果の
アピール

　療育支援体制の拡充により地域支援を含む支援体制の充実が図られることで、機関間の連携が充実
し、早期発見・早期療育を行うことが可能となり、発達に不安のある児童とその保護者が適切な時期
に、適切な療育・適切な対応を受けることができます。また、地域への支援を充実させることで、行政
だけではなく地域全体で児童の成長のための支援と保護者への精神的な支援がより充実するものである
と考えます。

事業詳細

療育相談
　　①療育相談（児童と保護者を対象に相談等を実施）
　　②グループ指導（グループ活動の中で、保護者が子どもの特性を理解するための支援を行います。）
　　③個別指導（専門のセラピストによる個別指導）
地域支援
　　①巡回相談（保育所、幼稚園等を訪問し、気になる児童に関する対応について検討します。）
　　②発達支援コーディネーターの養成（保育所、幼稚園等において発達に不安のある児童への支援の要
となる人材を養成し、地域連携の一助とします。）
　　③発達障がいの理解促進（保護者、一般市民向けの講演会等を開催します。）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　 　　　　　）□その他（　 　　　　　　　　　　　）
市民要望・
社会的要
請・課題

　支援を必要としている児童が10％前後いると言われています。また、療育相談「たんぽぽ教室」の相
談件数も増加の傾向にあります。これまで、保護者支援・地域支援を含む機関間の連携や支援体制が児
童の増加に追いつかないため、乳幼児健診から療育相談、療育相談から経過観察につながるまでの間に
支援の空白が生じてしまう場合がありました。

事業概要

事業対象
発達に不安があり障がいが疑われる児童とその保護者及び市内関係機関等

達成率 ％ ― ― ―

― 200 平成26年度より療育支援事業として、早期発見・早期療
育などを目標に事業を実施しているところです。支援を
必要とする児童数を算出し目標指標としました。(平成26
年度からの事業指数のため、平成23度から平成25年度の
目標数は空欄とします。）

□一部業務委託（委託先：　　　　　　　　　　 　） 実績 133 150 166

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　　　実施主体：　　      　　　　）

平成24年度平成25年度平成26年度 指標備考

実施方法

■直接実施 目標
人

― ―

根拠法令 単　位 平成23年度

代
表
的
な
事
業
指
標

最初の療育相談からの療育支援の流れ

新規事業の内容

○療育相談

発達に不安のある市内在住

の児童とその保護者に対して

の支援を行う。

平成２６年度から拡大

・電話・面接による相談を就学

前から１８歳未満の児童に対

象を拡大

・初回面接・グループ指導・個

別指導の回数枠の拡大

個別指導 臨床心理士

言語聴覚士

理学療法士

などによる個別指導

グループ指導 保育士等による

小集団での指導

○地域支援

地域全体で児童とその保護者

を支援するための体制づくりとし

て、発達特性等に係る理解促進

と地域連携を図り、地域ぐるみの

療育支援を目指す。

平成２６年度から新規

1 巡回相談
保護者や保育所・幼稚園等からの依頼により各施設へ

の巡回相談を実施

２ 発達支援コーディネーター養成

保育所・幼稚園等の関係機関において発達支援に関す

るリーダーとして地域の療育支援ネットワークの中心的役

割を担う人材育成

３ 発達障がいの理解促進のための啓発活動

・保護者対象の研修会

・市民対象の講演会

・関係機関への研修会

電話・面接による相談
初回面接（インテーク）
支援方針を決定するため

の面接（臨床心理士・保

育士等による面接）

相

談

者

連携先療育支援機関



平成24年度 平成25年度 平成26年度 指標備考単　位 平成23年度

市内の一戸建住宅に占める太陽光発電システム設置件数割合

市内の一戸建住宅に占める太陽光発電システム（10kW未満）の設置件数の割合
代
表
的
な
事
業
指
標

平成15年度

根拠法令 厚木市スマートハウス導入奨励金交付要綱、厚木市ゼロ・エネルギーハウス導入奨励金

指標名

担当課名 環境政策課 子事業名 温暖化防止推進事業費
指標の
説明

担当係名 エネルギー政策係

【事業番号６】温暖化防止推進事業費　事業概要シート

担当部名 環境農政部 親事業名 温暖化対策事業費

関連・類似
事業名

事業開始年度

× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×

43,946 23,598 20,348

15,352

一般財源 国県支出金

13,000 13,000

Ｈ25（決算） 15,352

Ｈ24（決算）

事業費内訳

【平成25年度決算の内訳】
  負担金補助及び交付金　　　　　　　　　　 15,352千円
　◎内訳
　　・住宅用太陽光発電システム　　　　　　 12,132千円（340件）
　　・住宅用蓄電池システム　　　　　　　　　1,100千円（ 22件）
　　・エネルギー管理システム（HEMS）　　　　1,070千円（107件）
　　・家庭用燃料電池システム（エネファーム）1,050千円（ 21件）

Ｈ26（予算）

事業費及び
財源内訳
（千円）

Ｈ25は決算見込み

年　度 総　額
その他 人 ＝

その他
0

地方債

％ 0.0% 107.5%

その他 人 ＝ 0
臨時職員

102.0%

5.0 6.5

4.3 5.1

@ 1,170 人 ＝ 0

・一戸建住宅戸数（39,270軒）については、平成20年度住
宅・土地統計調査による。
・太陽光発電システム設置件数については、奨励金交付件
数による。

％
4.0

平成24年度 平成25年度 平成26年度 指標備考単　位 平成23年度

臨時職員 @ 1,176 人 ＝ 0
再任用 @ 3,477 人 ＝ 0
消防職 @ 8,393

再任用 @ 3,418 人 ＝ 0
消防職 @ 8,556 人 ＝ 0

人 ＝ 0
人 ＝ 0

＝ 6,446
行政職２ @ 7,774 人 ＝ 0 行政職２ @ 7,746

＝ 6,466 行政職１ @ 8,057 0.80 人

人件費内訳

平成24年度人件費内訳（単位：千円） 平成25年度人件費内訳（単位：千円）

行政職１ @ 8,082 0.80 人

15,352 13,000

人件費 6,466 6,446

総計 50,412 21,798

事　業　の　コ　ス　ト
事業の全体像（フロー図、写真などを用いて事業の様子を視覚的に説明）

コ
ス
ト

単位 平成24年度（決算） 平成25年度（決算見込み） 平成26年度（予算）

事業費

千円

　スマートエネルギー設備等を設置された方に対し、国への申請等を条件に奨励金
を交付します。

43,946

事業効果の
アピール

　本奨励制度の実施を通じて、スマートエネルギー設備の導入が促進され、これが温室効果ガ
スの削減につながるとともに、市民に対する地球温暖化防止に対する市の取組や啓発が図られ
ます。併せて、市民満足度の上昇につながります。

事業詳細

市民への事
業周知方
法・内容

スマートハウス導入奨励金
　・広報あつぎ掲載（H25.5.1、8.1、12.1、H26.2.15、5.1）・窓口でのチラシ配架
　・ホームページ（特集記事）掲載（H25.4.1～）・市民便利帳に掲載

直近３か年
以内の事業
見直し内容

・平成22年度：新たに電気自動車購入に対し補助（300千円）※H24廃止
・平成23年度：太陽光発電システム設置に対する補助単価の見直し（25千円⇒15千円）
・平成24年度：新たに、住宅用蓄電池システム設置に対し補助（50千円）
・平成25年度：新たに、HEMS、エネファーム設置に対して補助（10千円、50千円）
・平成26年度：新たに、ゼロエネルギーハウス購入に対して補助（100千円）

１　スマートエネルギー設備導入奨励金
 (1) 太陽光発電システム　　　　補助単価：35,000円(上限額)　予定件数：300件
 (2) 住宅用蓄電池システム　　　補助単価：50,000円　予定件数： 15件
 (3) エネルギー管理システム 　 補助単価：10,000円　予定件数： 70件
 (4) 家庭用燃料電池システム　　補助単価：50,000円　予定件数： 15件
２　ゼロ・エネルギーハウス導入奨励金
　　補助単価：100,000円　予定件数3件

市民要望・
社会的要
請・課題

　地球温暖化は、化石燃料などの使用による二酸化炭素（CO2）を始めとする温室効果ガスの増加が原因
とされています。こうした中、太陽光発電は、電気を生み出す際に地球温暖化の原因である温室効果ガス
(CO2)を発生しないクリーンなエネルギーであることから、住宅用太陽光発電システムの設置を奨励して
います。併せて、温室効果ガス削減につながる省エネ設備の導入についても奨励しています。

事業概要

事業対象
市内在住の方

目的 今後の方向
性（中長期
的な展望）

　地球温暖化が叫ばれる中、地球温暖化防止に向けた取組として、引き続き再生可能エネル
ギーの中心を担う太陽光発電システムの導入を推進するほか、本市のエネルギー政策の具体的
な計画である「あつぎ元気エネルギー構想実行計画」を踏まえ、今後、太陽熱利用システムの
導入奨励についても検討していきます。

手段・手法

　厚木市地球温暖化対策実行計画及びあつぎ元気地域エネルギー構想実行計画に基
づき、再生可能エネルギーの導入を推進するとともに、日常生活における温室効果
ガスの排出削減を図ります。

達成率

□一部業務委託（委託先：　　　　　　　　　　 　） 実績

■補助金〔直接・間接〕（補助先：市民　　　　実施主体：　　      　　　　）
実施方法

□直接実施 目標

代
表
的
な
事
業
指
標

□貸付（貸付先：　　　　　　　　 　　　　　）□その他（　 　　　　　　　　　　　）

根拠法令 厚木市スマートハウス導入奨励金交付要綱、厚木市ゼロ・エネルギーハウス導入奨励金

【助成内容】
①住宅用太陽光発電システム

@35,000(上限額)×300 件＝10,500,000
②家庭用蓄電池システム

@50,000×15件＝750,000
③エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）

@10,000×70 件＝700,000
④家庭用燃料電池システム（エネファーム）

@50,000×15件＝750,000
⑤【新規】ゼロ・エネルギーハウス@100,000×３
件＝300,000

市

対

象

者

①事前申請

②審査、交付決定

※HEMS…センサーやITの技術を活用して、住宅のエネルギー管理、「省エネ」を行うシステムを指す。

③対象設備の設置

国

④事後申請

⑤審査、交付決定、補助



【事業番号７】家族等支援事業費　事業概要シート１

担当部名 福祉部 親事業名 在宅福祉推進事業費（在宅サービス事業）

代
表
的
な
事
業
指
標

関連・類似
事業名

厚木市在宅重度障害者介護手当支給事業

事業開始年度 昭和57年4月1日

指標名 ねたきり老人及び認知症老人登録者数

担当課名 高齢福祉課 子事業名 家族等支援事業費（厚木市在宅ねたきり等家族慰労金支給事業）

指標の
説明

ねたきり老人登録者及び認知症老人登録者数(年度末現在)

担当係名 高齢者支援係

根拠法令 単　位 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 指標備考

× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×

代
表
的
な
事
業
指
標

根拠法令 単　位 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 指標備考

実施方法

■直接実施 目標
人

― ― ― 392.0 高齢化率から見た登録発生者数

ねたきり老人及び認知症老人登録者数
□一部業務委託（委託先：　　　　　　　　　　 　） 実績 358.0 350.0 388.0

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　　　実施主体：　　      　　　　） 達成率 ％ ― ― ―

□貸付（貸付先：　　　　　　　　 　　　　　）□その他（　 　　　　　　　　　　　）

市民要望・社
会的要請・課

題

　団塊の世代が75歳に達する2025年10月には、高齢化率が27.0％（2013年10月 20.7%）にアップ
すると想定しており、今後、ますます介護を必要とする高齢者の増加が予想されるため、家族が
在宅で安心して介護をすることができる支援が必要です。

事業概要

事業対象
　ねたきり老人登録者及び認知症老人登録者の家族

目的

　ねたきり老人登録者及び認知症老人登録者を在宅で介護する家族の労をねぎらい、
もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とします。 今後の方向性

（中長期的な
展望）

　今後は、介護を必要とする高齢者の増加が見込まれるが、在宅介護を推進していく上では、家
族が安心して介護ができる環境の整備が望まれることから、慰労金の支給だけでなく、介護者の
負担軽減を図るための介護福祉サービス事業などを含め支援の在り方について検討していきま
す。

手段・手法

　慰労金の額は月額5,000円とし、基準日につき30,000円（年額60,000円）を支給します。

事業効果のア
ピール

　在宅での介護は、介護者への負担が大きいことから、身体的、精神的な負担の労をねぎらう支
援策の一つです。

事業詳細

　基準日を毎年度４月１日及び１０月１日とし、この基準日にねたきり老人または認知症老人登録の
ある家族を対象に、月額5,000円の６か月分に当たる30,000円を、基準日を含む月の翌月末に指定口
座へ支給します。
　なお、基準日を含む月以外に新規の登録があった場合には、次の額を支給します。
　基準日を含む月以外に新規に登録があった場合は、登録月の翌月末に以下のとおりの金額を支給し
ます。

　５月・１０月登録者：25,000円（５か月分）　６月・１１月登録者：20,000円（４か月分）
　７月・１２月登録者：15,000円（３か月分）　８月・　１月登録者：10,000円（２か月分）
　９月・　２月登録者： 5,000円（１か月分）

市民への事業
周知方法・内

容

　地域包括支援センター、ケアマネジャーなどからの周知
　介護保険の保険証送付の際に市の在宅サービスの概要案内を同封
　広報、厚木市ホームページにおける周知

直近３か年以
内の事業見直

し内容
特になし

事　業　の　コ　ス　ト
事業の全体像（フロー図、写真などを用いて事業の様子を視覚的に説明）

コ
ス
ト

単位 平成24年度（決算） 平成25年度（決算見込み） 平成26年度（予算）

事業費

千円

16,680 18,205 17,850

人件費 808 806

総計 17,488 19,011

人件費内訳

平成24年度人件費内訳（単位：千円） 平成25年度人件費内訳（単位：千円）
行政職１ @ 8,082 0.10 人 ＝ 808 行政職１ @ 8,057 0.10 人 ＝ 806
行政職２ @ 7,774 人 ＝ 0 行政職２ @ 7,746 人 ＝ 0
消防職 @ 8,556 人 ＝ 0 消防職 @ 8,393 人 ＝ 0
再任用 @ 3,418 人 ＝ 0 再任用 @ 3,477 人 ＝ 0
臨時職員 @ 1,176 人 ＝ 0 臨時職員 @ 1,170 人 ＝ 0
その他 人 ＝ 0 その他 人 ＝ 0

事業費及び
財源内訳
（千円）

Ｈ25は決算見込
み

年　度 総　額 一般財源 国県支出金 地方債

Ｈ25（決算） 18,205 18,205 0

その他

Ｈ24（決算） 16,680 16,680 0 0 0

事業費内訳

【平成25年度決算の内訳】
  ねたきり老人登録者
  実人数：２９７人
　利用延べ月数：２，８０９月
　支給額：＠５，０００円×２，８０９/月
　　計：１４,０４５,０００円

　認知症老人登録者
　実人数：９１人
　利用延べ月数：８３２月
　支給額：＠５，０００円×８３２/月
　　計　：４,１６０,０００円
　
　合計額：１８，２０５，０００円

0 0

Ｈ26（予算） 17,850 17,850 0 0 0

ね
た
き
り
老
人
等
の
家
族
か
ら
の
申
請

市

登録申請書の提出
ねたきり老人登録
認知症老人登録

登録の決定

慰労金の支給

（年額最大60,000）



【事業番号７】家族等支援事業費　事業概要シート２

担当部名 福祉部 親事業名 在宅福祉推進事業費（在宅サービス事業）

代
表
的
な
事
業
指
標

関連・類似
事業名

事業開始年度 平成14年7月1日

指標名 位置情報検索サービス利用者数

担当課名 高齢福祉課 子事業名 家族等支援事業費（厚木市はいかい高齢者位置情報検索サービス事業）

指標の
説明

位置情報検索サービス利用者数(年度末現在)

担当係名 高齢者支援係

根拠法令 単　位 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 指標備考

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

代
表
的
な
事
業
指
標

根拠法令 単　位 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 指標備考

実施方法

□直接実施 目標
人

― ― ― 12.0 高齢化率から見た発生利用者数

位置情報検索サービス利用者数■一部業務委託（委託先：セコム㈱厚木支社　　　　　　　　　　 　） 実績 11.0 10.0 10.0

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　　　実施主体：　　      　　　　） 達成率 ％ ― ― ―

□貸付（貸付先：　　　　　　　　 　　　　　）□その他（　 　　　　　　　　　　　）

市民要望・社
会的要請・課

題

　認知症による徘徊は、行方不明や事故につながるため、早期発見・保護が求められています。
　今後、高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢者も増加することが予想されることから、認知症高齢者やその家族
が安心して暮らせるよう支援体制の整備が必要です。
　課題としては、認知症高齢者にＧＰＳ機能付携帯端末を所持してもらうことにより活用できるシステムであるこ
とから、携帯端末機を小型化するなど、常時携帯しやすい方法を研究することです。

事業概要

事業対象
　厚木市はいかいＳＯＳネットワーク登録者

目的

　認知症高齢者の現在位置を早期に把握し、認知症高齢者を安全に保護すること及び介護者の精神
的、肉体的負担の軽減を図ります。 今後の方向性

（中長期的な
展望）

　認知症による徘徊に対する早期発見・保護に有効な手段であると考えられるため、今後も継
続して実施します。

手段・手法

　位置情報検索システムを有する民間事業者の構築したネットワークを使用し、ＧＰＳ機能付携帯端末を所持した認知
症高齢者の現在位置を把握することができます。
　家族が認知症高齢者等の現在位置を確認する方法としては、委託業者のオペレーションセンターに直接現在位置を確
認する方法と、自宅においてインターネットによる現在地の確認をする方法があります。

事業効果のア
ピール

　徘徊による行方不明や事故を未然に防ぎ、介護者の精神的かつ肉体的負担を軽減させること
が期待できます。

事業詳細

　市内に居住する厚木市はいかいＳＯＳネットワーク事前登録者で、在宅において生活している認知
症を患う登録者が介護者の元から離れて徘徊した場合に備え、ＧＰＳ機能付携帯端末を貸与します。
　徘徊行動により、認知症高齢者の現在位置の把握が必要な時は、電話またはインターネットにより
位置情報の確認が行え、必要に応じて委託先の緊急対処員が現場に急行して安全を確保します。
　位置情報検索システムの利用に当たっては、電話料金又はインターネット通信費に係る月額利用料
金の１割に相当する額として１箇月４２１円を負担します。生活保護世帯は無料です。

市民への事業
周知方法・内

容

　地域包括支援センター、ケアマネジャーなどからの周知
　介護保険の保険証送付の際に市の在宅サービスの概要案内を同封
　広報、厚木市ホームページにおける周知

直近３か年以
内の事業見直

し内容
特になし

事　業　の　コ　ス　ト
事業の全体像（フロー図、写真などを用いて事業の様子を視覚的に説明）

コ
ス
ト

単位 平成24年度（決算） 平成25年度（決算見込み） 平成26年度（予算）

事業費

千円

437 518 692

人件費 202 201

総計 639 719

人件費内訳

平成24年度人件費内訳（単位：千円） 平成25年度人件費内訳（単位：千円）

行政職１ @ 8,082 0.03 人 ＝ 202 行政職１ @ 8,057 0.03 人 ＝ 201

行政職２ @ 7,774 人 ＝ 0 行政職２ @ 7,746 人 ＝ 0

消防職 @ 8,556 人 ＝ 0 消防職 @ 8,393 人 ＝ 0

再任用 @ 3,418 人 ＝ 0 再任用 @ 3,477 人 ＝ 0

臨時職員 @ 1,176 人 ＝ 0 臨時職員 @ 1,170 人 ＝ 0

その他 人 ＝ 0 その他 人 ＝ 0

事業費及び
財源内訳
（千円）

Ｈ25は決算見込
み

年　度 総　額 一般財源 国県支出金 地方債

Ｈ25（決算） 518 518 0

その他

Ｈ24（決算） 437 437 0 0 0

事業費内訳

【平成25年度決算の内訳】

 　委託料　５１７,２７６円
　　　 内訳 ・月額使用料（日割含む）　　　　　　482,941円
　　　　　　・新規加入料及びバッテリー代（3件）　34,335円

0 0

Ｈ26（予算） 692 692 0 0 0

市

位
置
情
報
検
索
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

位置情報検索サービス事業利
用申請

※利用者の費用負担あり

・月額使用料金の一割

・電話料金又はインターネット通信費用

位置情報検索サービス事業利
用決定、機器の貸与



平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

指標の
説明

　児童・生徒に外国語指導助手の英語授業について、アンケート調査を実施。

指標名

指標備考

代
表
的
な
事
業
指
標

児童・生徒の関心・意欲の割合

単　位

平成２年度

学校教育課

学習指導要領

【事業番号８】外国語指導助手配置事業　事業概要シート

担当部名 親事業名学校教育部 外国語指導助手配置事業

担当係名

担当課名

教育指導係・教育振興係

事業開始年度

根拠法令

子事業名

関連・類似
事業名

外国語指導助手配置事業

× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×

「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」に沿った、英語教育の効果的な推進等を
図っていきます。

事業効果の
アピール

　グローバル化する社会においてより一層必要となる英語力の育成に向け、小学校では、生の
英語に触れ、その音声やリズムに慣れ親しむこと、中学校では、実践的なコミュニケーション
を体験することを重視して教育を進めているが、その中で外国人指導助手の存在意義は大きい
といえます。

人 ＝ 0
＝ 0

＝ 2,425人

人

行政職１ @ 8,082 0.30

市民への事業
周知方法・内

容

@ 8,556 0

平成24年度人件費内訳（単位：千円）

１　厚木市教育基本計画の当該年度の概要版に記載しており、その概要版を毎年、学校を通じて、市立小中学校の
保護者に配布するとともに当課が所管する会議等の場で配布しています。
２　平成２６年５月１日号「広報あつぎ」の一部で外国語指導助手配置を紹介。

直近３か年
以内の事業
見直し内容

　受託業者を特定するための評価基準点数の見直し

事業の全体像（フロー図、写真などを用いて事業の様子を視覚的に説明）

行政職２ @ 7,774 人

人
臨時職員 @ 1,176 人

消防職

その他

事業費内訳

【平成25年度決算の内訳】
 
　委託料　39,247千円

40,756

再任用 @ 3,418

＝ 0

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

実績 81.0 87.0

105.0%

指標備考

市民要望・
社会的要
請・課題

 文部科学省の「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」に、小学校における英語教育の拡充強
化、中学校における英語教育の高度化などが計画に盛り込まれています。今の体制では、授業の増加、教
諭の英語指導力向上、英語教育を推進する教諭の養成等いくつかの課題があります。

代
表
的
な
事
業
指
標

単　位

80.0

事　業　の　コ　ス　ト

目標
％

75.0 80.0

84.0

事業対象

％

市立小・中学校の児童・生徒

手段・手法 市立小・中学校全てに英語を母語とする外国語指導助手を配置します。

目的
　児童・生徒の国際理解の素地を培い、コミュニケーション活動を中心とした英語教
育の充実を図ります。

80.0

108.0% 108.8%達成率

今後の方向
性（中長期
的な展望）

事業詳細

2,820

42,067

2,425

事業費

人件費

総計

平成24年度（決算）

その他地方債総　額

39,537

39,247

40,756

実施方法

□直接実施

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　　　実施主体：　　      　　　　）

■一部業務委託（委託先：㈱インタラック横浜支店）

一般財源 国県支出金

39,537

41,962

平成26年度（予算）

Ｈ26（予算）

Ｈ25（決算）

　児童・生徒に生の英語を教える外国語指導助手には、母国と日本との生活習慣の違
いや、教え方の教育が必要であり、授業のときにどのような教材を用いるかも重要な
ことであるので、単に委託金額が安価であることだけでは、受託者を決定出来ませ
ん。よって、技術提案書特定委員会を設置し、受託者を決定しています。
　平成２５年度は、小学校に年間３５時間のうち２１時間、中学校に年間１４０時間
のうち１８時間、外国語指導助手を配置しました。

□貸付（貸付先：　　　　　　　　 　　　　　）□その他（　 　　　　　　　　　　　）

学習指導要領

39,537

39,247

40,756

事業費及び
財源内訳
（千円）

Ｈ25は決算見込み

年　度

Ｈ24（決算）

平成25年度（決算見込み）

＝ 0
@ 3,477

行政職１ @ 8,057

事業概要

根拠法令

人件費内訳

39,247

＝ 0
＝

コ
ス
ト

単位

千円

@ 7,746

再任用＝ 0 ＝ 0

人
人

＝ 0
消防職 @ 8,393 人 ＝ 0

人
その他

人

平成25年度人件費内訳（単位：千円）

行政職２
＝ 2,8200.35

人
臨時職員 @ 1,170

小学校：年間706日間
中学校：年間1,133日間

民
間
事
業
者

市

小学校（23校）

委託契約

外国語指導助手
（ＡＬＴ）を配置

中学校（13校）


